
三木市起業家支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内で起業をめざす者に対し補助金を交付することによ

り、市内で起業しやすい環境を整備し、地域需要の創出と地域経済の活性化

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「起業」とは、事業を営んでいない個人が所得税法

(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する開業の届出により新たに事業を

開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開

始することをいう｡ 

（補助対象者） 

第３条 この要綱の規定による補助金（以下「補助金」という。）の交付を受け

ることができる者（以下「補助対象者」という。）は、第６条の規定により交

付申請をする日の属する年度又はその前年度に、市内で起業をしようとする

者又は市内で起業をした者であって、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

(1) 第９条の規定により実績報告をする日において、市内に住所を有し、及

び市内に主たる事業所（当該起業に係るものをいう。以下同じ。）を有する

個人又は市内に主たる事業所を有する法人（特定非営利活動法人、一般社

団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。）であるこ

と。 

(2) 第７条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた日（当該日にお

いて起業をしていない者にあっては、起業をした日。以下「交付決定日」

という。）から市内で５年以上継続して事業を営む意思を有すること。 

(3) 市税を滞納していないこと。 

(4) 三木市暴力団排除条例(平成２４年三木市条例第１号)第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定す

る暴力団密接関係者でないこと。 

(5) 起業をしようとする事業又は起業した事業が次に掲げる事業に該当し

ないこと｡ 

ア 日本標準産業分類の大分類における農業、林業及び漁業｡ただし、日本

標準産業分類の小分類における農業サービス業、園芸サービス業、素材

生産業及び林業サービス業を除く｡ 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第



122 号)の適用を受ける事業 

ウ 特定の政治、宗教、思想等に関連する事業 

（対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、補助

金の交付を受けようとする起業に要する経費として明確に区分できるもの

（消費税及び地方消費税相当額を除く。）で、次の各号のいずれかに該当し、

かつ、交付決定日の属する年度に支払った経費とする。ただし、国、県等か

ら対象経費に補助金（以下「県等補助金」という。）が交付される場合は、当

該経費（対象経費のうち、県等補助金が交付される特定の工事費、物品購入

費、人件費その他個別の経費に限る。）を除く。 

(1) 事務所開設費 

ア 事務所、店舗、倉庫又は駐車場（代表者の配偶者又は三親等以内の親

族が所有するものを除く。）の賃料及び共益費（住居兼用の場合は、居住

用のスペースに係るものを除き、敷金、礼金及び購入費等は含まない。） 

イ 事務所又は店舗の開設に伴う外装、内装又は設備の工事費（住居兼用

の場合は、居住用のスペースに係るものを除く。） 

(2) 初度備品費 

事業の実施に必要な備品の購入費又はリース料（車両の購入費は除く。） 

(3) 専門家経費 

ア 専門家による事業プランの策定又は事務指導等に係る謝金又は旅費等

の経費 

イ 専門家による調査、分析又は設計等に係る委託料 

(4) 事業費 

ア ホームページ作成、パンフレット・チラシ製作、広告又は展示会出展

等に要する広告宣伝費 

イ 事業活動に必要な通信費、運搬費又は光熱水費 

(5) 空き家改修費 事業に使用する空き家（次のいずれにも該当し、賃貸借

契約又は売買契約の時点においてその期間を経過しているもの（共同住宅

の空き住戸を含む。）に限る。）の機能回復及び設備改善に係る工事に要す

る費用（住居兼用の場合は、居住用のスペースに係るものを除く。）。ただ

し、空き家バンク（国又は市が提供する住居その他の使用がなされていな

い住宅に関する物件情報をいう。）に登録している住宅については、イ及

びウに該当するものとする。 

ア 現に居住その他の使用がなされていない期間が６か月以上であるもの 

イ 築２０年以上経過したもの 



ウ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが１０年以上更新されて

おらず、機能回復が必要であること。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費（前条第５号に係る

対象経費を除く。）の２分の１に相当する額とする。ただし、５０万円を限度

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第５号に係る対象経費があるときは、補助

金の額は、当該対象経費の２分の１に相当する額（５０万円を限度とする。）

に前項の規定により算定した額を加えて得た額とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、三木

市起業家支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号）及び収支予算書（様式第３号） 

(2) 対象経費が確認できる書類 

(3) 第４条第５号に規定する空き家に該当することが分かる書類（同号に

係る対象経費があるときに限る。） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、三木市起業家支援事業補助金

交付決定通知書（様式第４号）により当該申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定（以下「交付決定」という。）に当たり、

次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 交付決定日から市内で５年以上継続して事業を行うよう努めること。 

(2) その他市長が必要と認める条件 

（変更申請） 

第８条 前条第１項の規定による補助金の交付決定（以下「交付決定」という。）

を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、申請の内容を変更しようとす

るときは、速やかに三木市起業家支援事業補助金変更交付申請書（様式第５

号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 変更収支予算書（様式第６号） 

(2) 対象経費が確認できる書類 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審



査し、適当と認めたときは、三木市起業家支援事業補助金変更交付決定通知

書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の対象

となる事業が完了したときは、交付決定日の属する年度の末日までに、三木

市起業家支援事業補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 収支決算書（様式第９号） 

(2) 対象経費の領収書の写し 

(3) 補助事業の完了が確認できる写真 

(4) 税務署へ届け出た開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告（以下「実績報告」という。）が

あった場合において、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が交付

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、三木市起業家支援事業補助金額確定通知書（様式第１０

号）により当該補助事業者に通知する。 

（請求及び交付） 

第１１条 補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定後、補助金の交付

を受けようとするときは、三木市起業家支援事業補助金請求書（様式第１１

号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただ

し、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。 

（是正のための措置） 

第１２条 市長は、実績報告があった場合において、交付決定の内容及びこれ

に付した条件に適合していないと認めたときは、補助事業者に対し、これら

に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り

消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、そ



の返還を命じるものとする。 

（財産の保全） 

第１４条 補助事業者は、補助金により取得した備品等を善良なる管理者の注

意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的運用を図ら

なければならない。 

２ 補助事業者は、前項の備品等を補助金の対象となる事業が完了した日の属

する年度の翌年度の初日から起算して５年以内に処分しようとするときは、

あらかじめ三木市起業家支援事業補助金財産処分承認申請書（様式第１２号）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により承認をした場合において、当該承認に係る財産

を補助事業者が処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、

当該収入の全部又は一部を納付させることができる。ただし、当該納付させ

る額は、当該補助事業者に交付した補助金の額から前条第２項の規定による

返還額を控除した額を超えないものとする。 

（事業成果の報告） 

第１５条 補助事業者は、交付決定日から起算して５年を経過する日の属する

年度までの各年度について、決算書等の提出により事業成果を市長に報告し

なければならない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日(以下「施行日」という。)から施行する。 

（三木市女性起業家支援事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 三木市女性起業家支援事業補助金交付要綱（平成２６年１０月１日制定）

は、廃止する。 

附 則（令和２年３月３１日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日) 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年５月３１日） 

この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

附 則（令和６年５月３１日） 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月３１日） 

 

  （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の三木市起業家支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施

行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助

金については、なお従前の例による。 

 


